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平成29年度における建設工事に係る監督指導結果について 

 

～建設工事（木造家屋等低層住宅建築工事以外）では労働安全衛生法違反 82 現場、違反率 59.9％～ 

～木造家屋等低層住宅建築工事では労働安全衛生法違反 52 現場、違反率 65.8％～ 

 

青森労働局（局長 片淵
かたふち

 仁
ひろ

文
ふみ

）は、平成29年度（平成29年４月～平成30年３月）に、青森県内の

各労働基準監督署において実施した、建設工事に係る監督指導の結果を取りまとめた。 

平成29年の県内の労働災害は２年連続で増加となり、建設業については前年比2.2％減少したものの依

然として全産業における割合は高い状況にあり、墜落・転落等の重篤な災害が多発している。 

今後、建設業関係団体に対する文書要請、建設工事監督指導強化月間を設けての監督指導を行うととも

に、重大・悪質な労働安全衛生法違反を繰り返す事業者や重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、

司法処分（送検）を含めて厳正に対処することとしている。 

 

【建設工事に係る監督指導結果のポイント】    

  
１ 建設工事（木造家屋等低層住宅建築工事以外） 

 
       (1) 全体（(2)の建築工事と、(3)の土木工事の合計） 

ア 対象現場数   137 

         イ 違反現場数    82 （うち、10現場で行政処分（使用停止等命令）） 

         ウ 違反率      59.9％（ 平成28年度 71.6％ ） 

         (2) 建築工事 

ア 対象現場数    92 

イ 違反現場数    54 （うち、８現場で行政処分（使用停止等命令）） 

ウ 違反率       58.7％（ 平成28年度 71.8％ ） 

       (3) 土木工事 

ア 対象現場数    45 

イ 違反現場数    28 （うち、２現場で行政処分（使用停止等命令）） 

ウ 違反率      62.2％（ 平成28年度 71.1％ ） 

 

２ 木造家屋等低層住宅建築工事 

           対象現場数    79 

           違反現場数    52 （うち、15現場で行政処分（使用停止等命令）） 

           違反率      65.8％（ 平成28年度 83.1％ ） 

 
 
       ※ 詳細は、別紙「平成29年度建設工事監督指導結果」のとおり。 

【担当】 

青森労働局労働基準部監督課 

 課 長  小島 匡人 

 主任労働基準監察監督官  森越 利夫 

青森市新町２－４－２５ 

青森合同庁舎２階 

 電話 017－734－4112 

平成30年５月28日（月） 
厚生労働省青森労働局発表 
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別 紙 

平成 29 年度建設工事監督指導結果 
 

 

１ 監督指導結果 

 

(1) 建設工事（木造家屋等低層住宅建築工事以外） 

ア 監督指導の状況 

建 設 工 事 の 種 別  全  体 建築工事 土木工事 

対 象 現 場 数  137 92 45 

違 反 現 場 数  82 54 28 

違 反 率 59.9％ 58.7％ 62.2％ 

使 用 停 止 等 命 令 現 場 数  

（違反現場数に対する割合） 

10 

（12.2％） 

８ 

（14.8％） 

２ 

（7.1％） 
 

【全体（建築工事と土木工事の合計）】 

→ 137 現場に監督指導を実施し、このうち82 現場で労働安全衛生法違反が認めら

れた（違反率 59.9％）。 

また、違反が認められた 82 現場のうち、10 現場で行政処分（使用停止等命令

（＊））を行った。 

【建築工事】 

→ 92 現場に監督指導を実施し、このうち 54 現場で労働安全衛生法違反が認めら

れた（違反率 58.7％）。 

また、違反が認められた 54 現場のうち、８現場で行政処分（使用停止等命令）

を行った。 

【土木工事】 

→ 45 現場に監督指導を実施し、このうち 28 現場で労働安全衛生法違反が認めら

れた（違反率 62.2％）。 

また、違反が認められた 28 現場のうち、２現場で行政処分（使用停止等命令）

を行った。 
      
 

    ＊ 都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、事業者等がその講ずべき措置を怠って

法に違反している場合に、それらを是正させるため、作業停止、建設物等の使用停止等を

命じることができる旨、労働安全衛生法第 98 条において規定されている。 

       今回の 10 現場で行った行政処分は、すべて、足場や作業床端等における墜落防止に係

るもの（手すり、囲い等未設置）であった。 



2 

イ 主な労働安全衛生法違反の状況 

建設工事の種別 全 体 建 築 工 事 土 木 工 事 

項 目 
該 当 

現場数 

違 反 

現場数 
違反率 

該 当 

現場数 

違 反 

現場数 
違反率 

該 当 

現場数 

違 反 

現場数 
違反率 

元 方 事 業 者 119 64 53.7% 86 44 51.2% 33 20 60.6% 

車両系建設機械 58 26 44.8% 24 4 16.7% 34 22 64.7% 

墜 落 防 止 85 19 22.4% 69 17 24.6% 16 2 12.5% 

通 路 ・ 足 場 99 29 29.3% 73 27 37.0% 26 2 7.7% 

 
※ 「該当現場数」は、「項目」（元方事業者、車両系建設機械等）の措置をとる必要があった現場の数、「違

反現場数」は、該当現場数のうち、必要な措置をとっていなかった現場の数を表す。 
 

 
【項目ごとの具体的違反内容の例】 

 
○ 元方事業者（いわゆる元請業者に係る措置） 

・  関係請負人（下請事業者）に対して労働安全衛生関係法令違反をしないよう必

要な指導等を行っていない。 

・  協議組織の設置・開催、関係請負人との連絡・調整、作業場所の巡視等を行っ

ていない。 

・  足場等について、関係請負人に使用させるときに、労働災害を防止するための

必要な措置を講じていない。 
○ 車両系建設機械 

・  あらかじめ作業計画を定め、かつ、当該作業計画により作業を行っていない。 

・  接触危険箇所に労働者を立ち入らせている、又は誘導者を配置して誘導させて

いない。 

・ 運転位置から離れるときに、バケット等の作業装置を地上におろす、又は原動機

を止めるなどの逸走を防止する措置を講じさせていない。 

・  荷のつり上げ等の主たる用途以外の用途に使用している。 

・  定期（１年及び１か月以内ごとに１回）自主検査又は作業開始前点検を行って

いない。 

・  転倒又は転落を防止するために、運行経路について路肩の崩壊防止、必要な

幅員の保持等の措置を講じていない。 
○ 墜落防止 

・  高さ２メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落危険箇所に、囲い、手すり、

覆い等を設けていない。 
○ 通路・足場 

・  作業場に通ずる場所及び作業場内に、安全な通路を設けていない。 

・  足場の高さ２メートル以上の作業床に、手すり等を設けるなどの必要な措置を

講じていない。 
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(2) 木造家屋等低層住宅建築工事 

ア 監督指導の状況 

対 象 現 場 数 ７9 

違 反 現 場 数 52 

違 反 率 65.8％ 

使 用 停 止 等 命 令 現 場 数 

（違反現場数に対する割合） 

15 

（28.8％） 

→ 79 現場に監督指導を実施し、このうち 52 現場で労働安全衛生法違反が認めら

れた（違反率 65.8％）。 

また、違反が認められた 52 現場のうち、15 現場で行政処分（使用停止等命令）

を行った。 

※ 今回の 15 現場で行った行政処分は、すべて足場や作業床端等におけるにおける墜落

防止に係るもの（手すり、囲い等未設置）であった。 

 
イ 主な労働安全衛生法違反の状況 

項 目 該当現場数 違反現場数 違 反 率 

元 方 事 業 者 55 29 52.7％ 

墜 落 防 止 74 30 40.5％ 

足 場 67 27 40.3％ 
 
※ 「該当現場数」は、「項目」（元方事業者、車両系建設機械等）の措置をとる必要があった現場

の数、「違反現場数」は、該当現場数のうち、必要な措置をとっていなかった現場の数を表す。 
 

【項目ごとの具体的違反内容の例】 
 

○ 元方事業者（いわゆる元請業者に係る措置） 

・  高さ２メートル以上の作業床等で墜落危険箇所について、関係請負人（下請事

業者）に使用させるときに、囲い、手すり、覆い等を設けていない。 

・  足場について、関係請負人に使用させるときに、労働災害を防止するための必

要な措置を講じていない。 
○ 墜落防止 

・  高さ２メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落危険箇所に、囲い、手すり、

覆い等を設けていない。 

・  移動はしごに、すべり止め装置の取付けその他転位を防止するために必要な

措置を講じていない。 
○ 足場 

・  足場の高さ２メートル以上の作業床に、手すり等を設けるなどの必要な措置を

講じていない。 

 
２ 今後の対応 

今回の監督指導結果で、多くの建設工事において労働安全衛生法違反が認められた

ことから、建設工事における労働安全衛生法の遵守及び労働災害防止を図らせるため、

青森労働局においては、次のとおり対応することとしている。 



4 

(1) 傘下の会員事業場等に今回の監督指導結果の周知及び必要な措置の実施指導を

行うよう、建設業関係団体（23 団体）に対して文書で要請する。 

(2) 建設工事監督指導強化月間（９月）を設けるなどにより、県内の各労働基準監督署

において、引き続き監督指導を行うとともに、重大・悪質な労働安全衛生法違反を繰り

返す事業者や重篤な労働災害を発生させた事業者に対しては、司法処分（送検）を含

めて厳正に対処する。 


